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社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会第３回物流小委員会及び 

交通政策審議会交通体系分科会物流部会第２回物流体系小委員会合同会議 

平成２７年６月１９日 

 

 

【谷口物流政策課企画官】  おはようございます。定刻の少し前でございますが、皆様、

おそろいでございますので、開始したいと思います。ただいまより第３回物流小委員会及

び第２回物流体系小委員会の合同会議を開催いたします。 

 本日、クールビズスタイルでございますので、湿度も高いようでございますので、適宜

上着等は必要に応じ、お脱ぎいただいてということでお願いいたします。 

 また、委員の皆様方には大変お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがと

うございます。また、ヒアリングにご協力いただきます企業の皆様、あるいは県庁の皆様、

本日は大変ありがとうございます。今日の委員会は、さきの５月２９日に開催いたしまし

た第１回小委員会に引き続きまして、事業者・自治体などの方々からのヒアリングを予定

しております。 

 それでは、お手元の資料を確認させていただきたいと思います。本日の資料は議事次第

中の配付資料一覧に列挙しているとおりでございますので、配付漏れ等がございましたら、

挙手により事務局にお知らせいただきたいと思います。また、両部会の運営規則によりま

して、この合同会議につきましては、原則として議事及び議事録の公開をすることとなっ

ており、議事録は委員の皆様のご確認をいただいた後に会議資料とともにホームページで

公開することとなっております。 

 なお、本日は物流小委員会の委員総数５名中４名、物流体系小委員会の委員総数５名中

５名の委員の方にご出席いただいております。定足数を満たしておりますので、ご報告い

たします。 

 報道関係の皆様におかれましては、事前にお知らせいたしておりますとおり、これより

先は、カメラ撮影についてはご遠慮いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 それでは、この後の進行につきましては根本委員長にお願いいたします。 

【根本委員長】  それでは、議事に従いまして進めていきたいと思います。本日は関係

者からのヒアリングでございます。まず、物流施設の機能強化について大和ハウス工業株

式会社様から、それから、モーダルシフトに関する取組については日本貨物鉄道株式会社



 -2-

から、それから、コンテナラウンドユースの取組について日本通運様と埼玉県様から、Ｉ

ＴＳ技術を用いた物流効率化についてパナソニック株式会社様からお話をいただきます。 

 それでは、今日お越しいただいた方々をご紹介いたします。大和ハウス工業株式会社常

務執行役員、浦川様です。 

【大和ハウス工業（浦川）】  浦川です。よろしくお願いいたします。 

【根本委員長】  日本貨物鉄道株式会社取締役・執行役員、経営統括本部長、玉木様で

す。 

【日本貨物鉄道（玉木）】  玉木でございます。よろしくお願い申し上げます。 

【根本委員長】  日本通運株式会社海運事業支店事業統括部長、犬井様です。 

【日本通運（犬井）】  日本通運の犬井です。よろしくお願いします。 

【根本委員長】  埼玉県都市整備部副部長であり、かつ埼玉県コンテナラウンドユース

推進協議会議長の諏訪様。 

【埼玉県（諏訪）】  諏訪でございます。よろしくお願いします。 

【根本委員長】  同じく埼玉県都市整備部都市計画課主幹、田中様。 

【埼玉県（田中）】  田中でございます。よろしくお願いします。 

【根本委員長】  パナソニック株式会社オートモーティブ事業開発センターＩＴＳ事業

総括、阿部様。 

【パナソニック（阿部）】  阿部です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【根本委員長】  ５つの事例について勉強しますけれども、盛りだくさんでございます。

申し訳ありませんけれども、それぞれ１０分程度でお話しいただきたいと思います。その

後の質問もなるべく短くお願いしたいと思います。 

 さて、これから進めていくわけですけれども、初めの大和ハウス工業、浦川様におかれ

ましては所用により途中で退席されますので、浦川様への質問はご説明の直後にお時間を

設けたいと思います。それでは、浦川様、お願いいたします。 

【大和ハウス工業（浦川）】  皆様、おはようございます。大和ハウスの浦川でございま

す。それでは、短い時間でございますが、発表させていただきます。 

 お手元のこの「大和ハウス工業に於ける物流施設開発及びその方針展開」、このレジュメ

に基づいてご説明させていただきます。１ページ目をお開けください。もう大和ハウスの

説明は１分以下にいたします。約２兆８,０００億の売上の一番左側にあります事業施設と

いうところが、我々、物流を開発する部署でございまして、これは大和ハウスの連結対象
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子会社のフジタ、それから、大和小田急、大和リース、それと大和リース本体の建築事業、

これを入れまして約２０％、今期で約６,７００億を予定しておりますが、そのうちの約６

０％が物流でございます。約４,０００億が物流施設の売上というふうにご理解いただいて

よろしいかと思います。 

 大和ハウスの事業の特色といたしまして、住宅をやっているということもございまして、

全国４７都道府県に８５の支社、支店がございます。この下に支社、支店の後に営業所、

出張所、小さなものでは住宅の展示場、こういったものがございますので、地方展開に強

みがあるという特色を持っております。我々、物流施設開発につきましては地方創生の核

となる物流施設開発、なぜならば従来の物を置いてＤＣ型の雇用を生まない、人手を使わ

ないものからＴＣ型、トランスファー型の非常に雇用を必要とする、作業、そしてパート

の方を必要とする、こういった物流を、今、全国にＰＲしていこうと思っております。 

 次の２ページ目では、約５００万平米の今までの開発の実績です。これからも開発を予

定しております。 

 次の３ページでございますが、現在、我々、約３,０００棟以上の開発実績があるのでご

ざいますが、大体このオーダーメイド型のお客様のＢＴＳ型と言われます契約年数で言う

と１５年から２０年ぐらいのこのＢＴＳ型のセンターを大体７０％から８０％、それから、

マルチテナント型と言われます複数のテナント、これを約３０から２０％、こういったバ

ランスで開発を今進めております。もう一つ、物流の活性化としまして、物流のＪ－ＲＥ

ＩＴの市場の形成、これも大事な出口対策だと思っております。現在、大和ハウスリート

では約１,９５５億の総資産で、物流を約８０％、商業施設を２０％で運用させていただい

ております。 

 次、すみません、ページが抜けておりますが、４ページ目、高速道路等のインフラ整備

とＤプロジェクト、これは大和ハウスの物流開発のビジネスモデルでございます。建設会

社であります大和ハウスがみずから事業参画、出資や投資をしていくという開発モデルで

ございます。これは関東１都３県周辺だけを抜き出してございますが、この展開した実績、

それから、この予定を見ますと、やはり湾岸、それから、この圏央道、外環、この環状道

路、それと湾岸、ここに開発の拠点の数が集中していることが見て取れると思います。そ

うしますとやっぱり、キーワードは港、それから、道路の陸上輸送、それから、やはりこ

れからはモーダルシフトが非常にこの港と陸上輸送、それと鉄道輸送、この３つが非常に

キーになってくるのかなと思っております。また、国内、それから、国際的な空路、フォ
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ワーダーとの関係、これもどんどん今、航空貨物も成田から羽田にその貨物量が移ってき

ております。そうした意味からすると、港と駅、モーダルシフトの駅舎、それと陸上輸送、

それと空港、この４つが組み合わさってくるのかなと思っております。 

 次の５ページ目をお開きください。やはり単独での１施設だけでの開発には、この今の

４つを組み合わせるのは限界がある。そういった意味では、エリアでの物流展開を図りな

がら、やはり環境配慮、ＣＯ２削減、それから、ドライバーの問題、これからのドライバ

ーの確保、ドライバーの労働時間の短縮、それから、道路の混雑の緩和、そういった意味

では、今後この少子高齢化の労働力不足の中でモーダルシフトが大きな物流の鍵を握るの

ではないかなと考えております。 

 ６ページ目でございますが、手前どもの開発方針としましては、今まで正直申しまして、

あまり貨物ターミナル駅の周辺の開発が遅れていたということがございますが、今後はこ

の現在の貨物駅のターミナルに注目をしまして、その周辺の開発、そしてモーダルシフト

で物流のさらなる効率化、スピードアップ化を図っていきたいと考えてございます。 

 その次に事例を１つご説明させていただきます。７ページ目でございますが、今、この

二輪メーカーさんでございますが、工場が熊本にございます。今、日本の二輪の生産台数、

４０万台を割って年間三十七、八万台まで落ち込んでおりますが、あくまでも消費地は首

都圏が強い。ただ、二輪も四輪も今、西にシフトが盛んに行われております。国内ではで

すね。さらに海外でもさらに西にシフトされていますが、この熊本の工場から二輪を首都

圏に運ぶに至って、手前どものＤＰＬ、横浜大黒、Ｄプロジェクト・ロジスティクスの略

でございますが、こちらのセンターをご検討いただいたときの１つの大きな決定要因とい

たしまして、本牧の貨物ターミナル駅があったという形で九州熊本から本牧までをモーダ

ルシフトで全部輸送しようという形が１つの大きな決定の要因となりまして、この横浜大

黒への入居を決めていただいております。 

 最後のページにございますが、今後の物流開発においての課題を簡単に述べさせていた

だきます。まず、国交省様が物効法をつくっていただいている。我々、非常にありがたい

と思っています。ただ、もう一つお願いをするとすれば、ほかの関連法との絡み、例えば

調整地域で農振や農転の申請がなかなか下りないとか、物効法の許可が下りやすくても、

ほかの各手続がなかなかうまくいかなかったり、その関連性というんですか、その辺の使

い勝手が今後課題になってくるのかなと思っております。それと、用途の特性にあわせた

規制の整理、これは先ほどの調整区域であったり、港湾法の問題であったり、あと１つ我々
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としてお願いしたいのが容積率の見直しです。物流の国際戦略特区みたいな指定をいただ

きながら、容積の緩和や規制の緩和、恐らく容積を現状から２００％、３００％から１０

０％、１５０％上げるだけでも相当な経済効果が見込めるのではないかなと思っておりま

す。 

 あとは、道路に関しましては、現在Ａ地点からＢ地点までの統一料金、例えば横浜から

埼玉まで都心を通っても、それから、圏央道を通ってもほとんど料金の差がなくなるよう

なシステムをとっていただいておりますが、さらなる、遠回りしたほうがコスト的にリー

ズナブルになるよとか、そういった、もう一度、賃料体系の見直し等もお願いするとあり

がたいなと思っております。あとは手前どもロボットスーツ、これはベンチャーの会社に

投資、出資をさせていただきまして、今、ロボットスーツの開発等をこの物流でやってい

きたいと、このように思っております。あとは、こういった物流の人材育成、このために

やはり物流のＩＲ、ＰＲ、これをいろいろな地域、それから、地方自治体等協力いただき

ながら、ＰＲＥの展開、ＣＲＥの展開とあわせて広域なこのサプライチェーンを、モーダ

ルシフトを中心に開発を進めていきたいと、このように考えております。 

 簡単ではございますが、以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明についてご質問のある方は発言、よろしくお願いいたしま

す。いかがでしょうか。 

【大串委員】  １点教えてください。マルチテナント型物流センターなのですけれども、

そこの物流センターに物が運ばれたり、そこから出ていくときに中の入居の方たちが混載

で運んできたり、もしくは混載で出ていくみたいな、さらなる効率化というのはなされて

いるのでしょうか、なされる可能性がもしまだでしたらあるのでしょうかということを教

えてください。 

【根本委員長】  何人かまとめて、質問させていただきましょう。 

【岡田委員】  ４ページ目のところでございますけれども、圏央道とか外環周辺へのこ

の展開についての時期です。計画とか構想段階を含めてどのぐらいのときからどのぐらい

の間で構想されているのかということと、もう１点ですが、これは施設には多分よると思

うのですけれども、平均的な例えば整備の建設単価と申しますか、一体どのぐらいかとい

うことと、償却年数、どのぐらいでこういう計画を今後考えていかれるのか。１５年から

２０年ということを言われていらっしゃったかと思うのですけれども、その辺の大まかな
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年数等に関して、もしわかれば教えていただければと思います。 

【小林委員】  ５ページで、この１施設だけでは限界があり、それでモーダルシフトへ

の取組という矢印が出ていますよね。 

【大和ハウス工業（浦川）】  はい。 

【小林委員】  ここのロジックがまだフォローできていないので、どうしてこの限界が

あればモーダルシフトなのか、もう一遍少し補足していただけますか。 

【根本委員長】  ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。 

【大和ハウス工業（浦川）】  はい。わかりました。最初のご質問の混載をやっているか

どうか。今後進む可能性があるのかどうかというご質問ですが、一部、これは業界によっ

てかなり差があると思うのですが、１つの事例を申し上げますと、手前どもの関連会社で

あります大和物流、これは主に住宅の建材を運んでいる会社でございますが、既にパナソ

ニックさんとか、ほかの住宅メーカーとの混載を一部始めております。ほかの業界でも、

この物件、この１つのマルチテナント型の物流センターからの混載というのは、まだ残念

ながら、そこまで進んでいないのですが、業界での面での取組という形では一部始まって

おります。 

 それから、２番目のこの圏央道や開発の時期、それから、規模ということでございます

が、かなり圏央道というのが１つ、開発のキーになったと思っております。現在、この１、

２、３、４、５、６、９、１０という形で今開発を神奈川県だけで５カ所、埼玉県で４カ

所、それから、茨城県で今３カ所進めております。規模は、いずれも１棟当たりが大体２

万坪平均ぐらいだと思います。そして、建設単価につきましては様々でございまして、平

屋から５階建てまで免震、耐震、それから、ＢＣＰのみならず環境配慮をどこまでやるか

という形で、坪当たりにしますと３０万台から８０万台まで様々な、物流というカテゴリ

ーでは語れないような工場とかＲ＆Ｄ施設ですとか、事務所施設、こういったものも併設

したものもございます。 

 それから、償却につきましては大体、構想によって法定耐用年数は違うのですが、大体

２０年で償却ができるような計算をしておりますが、これも物件によりまちまちです。例

えば冷蔵庫とかいろいろな低温ではないような施設ですとか、そういったものですと、も

う少し年数を見たりとか、物件とエリア、お客様との物流施設の建設内容につきまして、

これを柔軟に対応していく予定でございます。 

 それから、３番目の質問の１施設だけでは限界があり、次世代へ向けての物流効率化が



 -7-

望めない。これはやはり点から面への展開という形で、１物件、１物件の、まず今までの

開発規模、非常に中小の建物が多かった。そういった意味では大型化、効率化を点ではな

くて、点の大型化と面の大型化、集中、これをしていって先ほどの物流の国際戦略特区で

はございませんが、そういった面での取組が必要かなと。こういった意味で表記をさせて

いただきました。 

 以上でございます。 

【根本委員長】  今のお答えに対して、まだディスカッションしたい向きもあるかと思

いますけれども、時間の関係もありまして、これで浦川様のプレゼンテーションは終わり

にさせていただきます。どうもありがとうございました。 

【大和ハウス工業（浦川）】  ありがとうございました。 

【根本委員長】  続きまして、日本貨物鉄道株式会社、玉木様、よろしくお願いいたし

ます。 

【日本貨物鉄道（玉木）】  玉木でございます。よろしくお願いします。まず、１ページ

をご覧いただきまして、日本貨物鉄道、国鉄改革で昭和６２年４月１日設立でございまし

て、株主は独立行政法人の鉄道建設・運輸施設整備支援機構さんでございます。ここにあ

りますような営業キロ、貨物駅、列車本数、列車キロ、車両数、コンテナの数。社員数が

発足時１万２,０００人、今現在５,７００人でございます。この右の地図がありますが、

赤いところが駅でして、青いところがオフレールステーションといいまして、なかなか鉄

道に乗せるだけの荷物がないものについて、オフレールステーションということで、この

間を一応、鉄道輸送扱いということでトラックによる代行輸送を行っております。経営成

績が、２６年度営業収益が１,５１８億円、経常が３２億円という成績になっております。 

 ２ページ目が、ＪＲ貨物がどんなものを運んでいるかという２６年度の実績でございま

すけれども、コンテナは多いのはやっぱり紙・パルプ、食料工業品、宅配便、農産物、青

果物、これは非常に季節性があるものです。そのほか化学工業品、危険物輸送ということ

で結構、鉄道を使われる荷主さんがございます。それから、化学薬品、自動車部品、家電・

情報機器等です。あと、最近やっぱりエコ関連物資というのが結構需要が増えてきており

ます。それから、車扱が、ここにありますのは石油のタンク車ですが、石油、それから、

セメント、車両等が車扱として、昔はかなり車扱が多かったのですが、最近はかなりコン

テナ化が進んでいまして、車扱というのが年々輸送量が減ってきております。 

 ３ページですが、すみません、貨物鉄道のＰＲをさせていただくのですが、今、地球環
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境問題で今度、年末にもパリのＣＯＰの国際会議がございますけれども、これは毎年、国

土交通省さんのほうでＣＯ２の排出量、原単位の排出量１トンの貨物を１キロ輸送したと

きのＣＯ２の排出量が公表されていまして、これは最新の２５年度の実績ですが、貨物車、

営業のトラックの９分の１のＣＯ２の排出量の原単位ということで、自家用のトラックに

なりますと、もっと排出量の原単位が小さくなります。 

 ４ページがまたこれをさらに鉄道を活用していただくと非常に環境にやさしいというこ

とで、それをいろいろな企業さんにお手伝いいただいて、普及、啓蒙活動をやらせていた

だいております。例えば左側にありますが、ある一企業さんの１５％以上の輸送に鉄道を

利用されたり、もしくは年間１.５万トン以上または１,５００万トンキロ以上で鉄道を利

用されるお客様についてエコレールマークの認定企業ということで、お客様の商品にこの

エコレールマークを貼っていただいて、この商品を買われたら、その消費者の皆様は地球

にやさしい、環境にやさしい鉄道を使ってこの商品が運ばれてきたということで、環境支

援にご協力いただきますという、こういったＰＲを行っております。あと、真ん中が認定

されている商品、１つの商品で認定企業というのは１企業さんの要件なのですが、特定の

商品について、その３０％以上を鉄道が利用されると、ここにありますような１９０品目

ありますが、特定の商品にエコレールマークをつけさせていただいております。だんだん、

年々これが増えてきております。 

 それから、次の５ページですが、すみません、これもまたＰＲですが、今非常にトラッ

クドライバーさんが、需給が厳しくなって、こういった状況の中でぜひ鉄道を使っていた

だきたいということを我々は今こういった機会に荷主さんとともに一生懸命ＰＲさせてい

ただいております。 

 具体的に最近どんなお客様のニーズに応えた列車、ダイヤができているかというのが６

ページ以降でございまして、最近、今お話ししましたような環境意識の高まりですとか、

直営ドライバーの不足問題、それから、都市部の交通事情の問題ということで、お客様か

ら鉄道の輸送への評価をいただいて、鉄道を使ってみようかなということでそういったご

要望を受けて、専用列車というのを最近いろいろ仕立てさせていただいております。 

 下にございますのが、一番左が佐川急便さんのスーパーレールカーゴ、平成１６年に開

始しまして、これは世界で初めての電車型の特急コンテナ列車ということで、貨物列車に

しては珍しく速い、東京－大阪を最高速度１３０キロで６時間１１分です。昔の東海道線

の特急こだま並みのスピードで走っております。それから、真ん中のトヨタさん、自動車
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部品の専用列車ということで平成１８年から名古屋の南貨物駅、それから、盛岡の貨物タ

ーミナル駅への鉄道輸送。名古屋－盛岡は部品を輸送いたしまして、盛岡－名古屋は部品

の、その容器の返還輸送を行っております。それから、スーパーグリーンシャトル号とい

うのは利用運送事業者さんによる専用列車ということで、非常に物流の多い東京－大阪間

で運送事業者さんによりまして業界団体として３１フィートコンテナを共同で購入されて

運用されております。これはいつでも誰でもご利用いただけるというオープン参加型のシ

ステムになっています。 

 それから、７ページが小売業の大手のイオンさん、これは拠点間の商品輸送のモーダル

シフト、利用運送事業者さんと組んでいろいろ勉強会みたいなのを設けて、こういった形

で始められています。平成２０年度から始まりまして、例えば関西から北海道、東海から

北海道、関東－東北、関東－北海道・九州、東海－九州、これは１２フィート、それから、

３１フィートのコンテナ利用をされて、それでこの一番真ん中の赤い関東と関西、これは

往復で、３１フィートコンテナでラウンド利用を今行われておりまして、これにイオンさ

んが音頭をとって、次の８ページをご覧いただきますと、イオンさんを中心にいろいろな

荷主さんの鉄道輸送研究会というのをつくられまして、メンバーはこの下にそれぞれ会社

の社長がここに載っておりますけれども、いろいろな荷主さんが参加されて、それで去年

の１２月１４日、２１日と東京貨物ターミナルと大阪の百済の貨物ターミナル、それぞれ

１往復、これは時間帯に余裕があります週末に特別の専用列車を仕立てさせていただいて、

それで東京と関西の往復輸送、それぞれメーカーさんが東京と関西の工場から、それぞれ

の拠点の倉庫に商品を輸送されるのを往復、ラウンドユースができるように仕組みまして、

こういった形で専用列車を使っていただきました。 

 ９ページが、これもまた１つのモーダルシフトの例ですけれども、ブルボンさんが中心

になりまして、関係の企業さんでブルボンさんのお菓子の製品、あとミネラルウォーター

とか、これをモーダルシフトの取組、モーダルシフト協議会というのを組織されて、計画

を策定されて、これは経済産業省さんの表彰をいただきました。これはここにありますよ

うに、新潟にありますブルボンさんの工場から北海道、それから、大阪、岡山、佐賀、鹿

児島、それぞれのターミナルに輸送を行いました。 

 あと、１０ページが鉄道事業の本体だけでなくて、先ほど大和ハウスさんのお話もあり

ましたけれども、物流拠点と、それから、貨物鉄道駅との連携というのも、我々も取り組

んでいこうということで、例えば東京貨物ターミナル、この用地を高度利用化しようと今



 -10-

プロジェクトを立ち上げております。そこに高度利用を行って、今、右側にそのイメージ

がありますが、エフ・プラザのＭ棟とＮ棟というのを今計画いたしておりまして、それで、

今までのオーダーメイドからマルチテナント型へ、今、共同プロジェクトをしていただい

ている相手の皆さん、コンペでお願いして、今、この計画づくりを行っています。それで、

その物流拠点と、それを鉄道貨物駅において、鉄道とリンクしていただいて物流の質の転

換を高度にしたいと、こういう思いで東京貨物ターミナル、我々の一番大きな駅ですが、

そこでそういった大きな物流の質の転換というのを成功させたいと思っています。 

 それを生かして、この下にありますように、２番に鉄道輸送のシナジー効果を生かした

総合物流事業の強化ということで、例えば鉄道を利用していただけると賃料を弾力的にい

たしますとか、何かそういうインセンティブを設けて、あと駅等にコンテナの積み替え施

設を設けたり、ここで例えば開梱等の展開をするとか、こういった貨物駅の利用の高度化

というのをやっていきたいと思っています。 

 その究極がこの３番にあります貨物駅と港湾の結節強化ということで、ヨーロッパなど

では何かよく見られるようですが、日本ではまだ海陸が、港にその開梱がそのまま揚がっ

て鉄道のレールに乗って国内のフィーダー輸送が行われるというのは、日本でまだそうい

う例がありませんので、そういった試みを、ここにありますように、左の下に写真があり

ますが、東京港の大井埠頭と、それから、東京貨物ターミナルというのはこれだけ近接し

ていますので、オン・ドック・レールでそのままレールがコンテナ埠頭に入って、ここで

揚がりました海上コンテナをそのまま荷役機械でレールに載せて国内フィーダーへ輸送す

る。これができないものかということで、ここにありますような東京都さん、国交省さん

と一緒に勉強会を設けて検討を行っております。 

 あと、すみません、少し急いで安全の確立、これは当然大事なことでして、北海道の江

差線の列車脱線事故がありまして、コンテナの積荷の偏積、ちょっと重さが、バランスが

崩れて脱線に至ったという運輸安全委員会の報告書が出ましたので、ここにありますよう

なレールで自動的にひずみとか重さのアンバランスをキャッチして事故を防ぐ、今、こう

いった装置の開発に取り組んでいます。 

 最後のページですが、昨年、東海道線の由比－興津間で土砂流入がありまして、１０日

間ストップして、ここにありますが、全国を走るコンテナの半分が止まったという大変な

災害のあれがあったのですが、こういったことに備えて予防措置を考えていこうというこ

とで、ここにありますような東海道線、山陽線でどんな輸送障害、シミュレーションを置
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いて迂回輸送を行ったり、代行トラックを行ったり、どこに予備機関車を置いたらいいか

とか、沿線の防災強化を自治体と連携をとる、こういった勉強を、ここにありますように

国交省さんの検討会に参加しながら、今、検討しているところでございます。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、日本通運株式会社、犬井様、よろしくお願いいたします。 

【日本通運（犬井）】  日本通運の犬井です。資料のほうですけれども、１ページ目、我々、

コンテナマッチングセンターという組織を社内に昨年の５月に立ち上げまして、それまで

ももちろん局面、局面ではラウンドユース、コンテナマッチングということに取り組んで

はきていたのですけれども、なかなか進んでいなかった。一方、クボタ様をはじめとして

荷主さん同士で進めていくという例がかなり進んできていて、何で物流業者のほうでやら

ないのという話もよくお客様から言われていまして、去年始めて１年ほど経過したのです

けれども、ここにありますけれども、いろいろなパターンがあるのですが、実績として１

０３ルートの２６８本、これが多いか少ないかという評価はあるのですけれども、それな

りの成果を出してきて２年目に入ってきているというような状態になっております。 

 取組の事例なのですけれども、ここに３つほど例が出しておりますが、１つ目の上、北

関東輸出入マッチングというものですけれども、これは一番スタンダードな例なのですけ

れども、何でマッチングをしなければいけないということを考えたかというと、１つは先

ほどからお話も出ています京浜港の道路混雑、それから、ドレージ業界、トラック業界で

のドライバー不足、それから、コストの削減にどういった方策があるのか、いろいろなこ

とを考えながら行ってきているのですけれども、なので、まず始めたところというのは北

関東です。やはり基本的に言うと１００キロぐらい距離が離れていないと、なかなかコス

トメリットが出にくいという部分もありますので、ここでやっておりますのは東京と、古

河と書いてありますが、古河、宇都宮、このあたりの輸入者と輸出者との間でのコンテナ

のマッチングというのをまず始めさせていただいています。これは輸入のコンテナを実入

りで持ってきて、倉庫なり工場でおろして、そのコンテナを輸出者のほうの工場なり倉庫

に持っていって、また実入りにして京浜港に戻してくるというスタンダードなものです。 

 その下の北関東国内転用－横浜市－真岡市工場というところなのですけれども、これは

輸出、輸入ではありませんで、輸出と輸入のマッチングというのはどうしても輸出と輸入

の船会社が同じでないと成立しないという問題があって、これは結構難しいんですね。何
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でかというと、日本国内、今、京浜港で言うと恐らく輸入と輸出の比率って１.５対１とか、

１.８対１とかで輸入が多いと思うのですけれども、輸入されてくるものというのは消費財

が多いので、中国、東南アジアから輸入されてくるホームセンターであったり、アパレル

であったりといったものが多い。行きが多い船会社さんというのは中国船社、アジア船社

が多くなってくる。一方、輸出されていくものは何かというと、もちろんそういったもの

もあるのですが、自動車部品であったり、精密機器であったりというもので、行く先も東

南アジア、中国もありますが、欧米向けのものというのが多い。そうすると、邦船３社さ

ん、あるいはヨーロッパ、アメリカの船会社というケースが多くて、なかなかきれいにマ

ッチングしてこない。 

 ですけれども、この下の国内転用ということを１つツールとして入れてくると、船会社

の一致ができなくても別に構わなくて、これはどうしているかというと、横浜港に到着し

ているあのバラ積みの原材料、このケースの場合はアルミのインゴットなのですけれども、

これを輸出用に引き当ての当たったコンテナに横浜港で積んで、国内輸送で北関東に持っ

ていって、その材料を使って製品をつくる工場に納める。だから、ここは国内輸送なんで

すね。その納めた後の空のコンテナを今度輸出の企業に持っていって、そこで輸出貨物を

詰めてまた実入りにして運ぶ。行きは、どっちがいいかわかりませんけれども、内陸への

行きは国内貨物を積んで、そこからの戻り、港への戻りは輸出貨物を積んでいく。そうい

う形ですね。もちろん、これはこれの逆のパターンで、輸入の貨物が入ったコンテナを持

っていって、内陸の拠点から京浜地区のＤＣに国内貨物を持ってくる。これも例えば飲料

メーカーさんとかとトライアルの実験はしているのですけれども、そういったこともあっ

て、この場合、船会社の一致の必要がないので、国内転用というのもラウンドを増やして

いく１つの道なのかなということで進めさせていただいています。 

 それから、右側なのですけれども、これはＪＲ貨物さんにいろいろと教えていただきな

がらやっているのですが、と一緒にやっているマッチングなのですけれども、南長岡、新

潟の１つ手前の貨物駅ですけれども、ここの近辺にあります輸入、これはホームセンター

さんです。それから、輸出、これは自動車部品メーカーさんなのですけれども、長岡まで

ホームセンターさんの荷物を京浜港からレールで持っていって、南長岡駅からショートド

レージ、短い距離のドレージをＤＣに行う。その空になったコンテナを今度は輸出、自動

車部品メーカーさんの輸出工場に持っていって、今度、輸出の貨物を積んでまた南長岡駅

に戻して、ここからまた京浜港にレールで運ぶという組み立てを、結構いろいろなハード
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ルというか、クリアしなければいけない点があるので難しいのですけれども、鉄道利用と

いうことでこんなトライアルを、これは長岡ですけれども、新潟でやったりとか、関西で

やってみたりとか、あといろいろ力を入れていらっしゃる盛岡駅でやってみたりとか、い

ろいろな共同の取組をさせていただいております。 

 次、２ページなのですけれども、これから何をしていこうかという今年の目標なのです

が、１,２００本のマッチング達成、これはマッチングを粛々と進めていくということなの

ですが、２番目にＪＲ貨物ターミナルデポを活用したラウンドユース推進。これは今お話

しした内容にあわせてなのですけれども、先ほどオン・ドック・レールの話とかいろいろ

な話が出ていて、我々としてもＪＲ貨物のターミナルというのが各地方の、これから物流

拠点としての地位、重要性が非常に上がっていくと理解しておりまして、こういったこと

で一緒にさせていただいてラウンドユースを推進していきたいということで進めておりま

す。それから、３番目、この後、埼玉県の方々からお話がありますけれども、自治体の方々

とのラウンドユースの協業というか、いろいろとご相談をさせていただきながら内陸のラ

ウンドユースを進めていく。４番、引き続いてなのですけれども、これは関東地区の北関

東になると思うのですが、内陸のインランドデポというのをもっと増やしてラウンドユー

スの可能性を高めていきたいというところです。 

 それから、５番目は、下に小さい画面が２つあるのですが、マッチングシステムという

のを社内的に開発しておりまして、これは例えば今日ここで輸出のコンテナがあるけれど

も、これに呼応する輸入のコンテナはないかというのをシステム上探すと、例えば３０キ

ロ圏内のアベイラブルなコンテナがバーッと出てくるというシステムなのですけれども、

これは今、社内システムなのですが、ここにほかの我々以外のフォワーダーさん、物流業

者さん、荷主さんの情報を全部展開していただいて、要はベースになる情報をもっと増や

していってマッチングの可能性を高めたいということで、これは他のフォワーダーの方々

にいろいろ働きかけをして、一緒にやりませんかということで、もちろん情報の管理とか

アクセスの権限の問題とかいろいろとあるのですけれども、そういった話を進めておりま

す。 

 それから、６番目は海上輸送を含めたグローバルラウンドユース、これは海外でのラウ

ンドユースとか、もっと言うと船会社さんにどういうメリットを出せばコンテナのラウン

ドユースに積極的に取り組んでいただけるかという問題なのですけれども、船会社さんが

輸出のコンテナを欲しがっている港に、例えばジャカルタであったり、バンコクであった
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り、そういうところにコンテナを返してあげるようなことを、単に内陸のラウンドだけで

はなくて、大きく考えてやっていけば船会社さんももう少し乗ってきてくれるのではない

かというようなことですね。そういったこと、少し難しい話ですし、もちろん船会社さん

の、荷主さんのＲＦＱ、海上運賃の競争の問題もあるので簡単には言えないのですが、そ

ういったことも取り組んでいきたいということでやっております。あと、やはり渋滞緩和、

ドライバー不足が始まったので関東地区で進めてきているのですが、中部地区、関西地区

においてもラウンドユースを積極的に推進していきたいと思っております。 

 次のページです。課題についてなのですけれども、いろいろと書いてあるのですけれど

も、すみません、全部説明していくとあれなのですが、船会社さん、ドレージ会社さんも

含めてやっぱりラウンドユースの理解に対しての温度差が結構あるので、これは皆様とお

話をしたり説明会をしながら、これは今やらなければいけないことだということを理解し

ていただいた上で一緒に進めていきたい。荷主さんのほうは、やりたいのだけれども、や

り方がわからないとか、非常に事務工数が多いので進められないところが多いので、ここ

はもともとマッチングセンターという組織をつくったことの意義でもあるのですが、そう

いったことに関してノウハウを提供したり、協力して進めていきたいと思っております。 

 それから、海上コンテナの国内転用、さっきお話をしたのですけれども、国内転用とい

うのは、やっていけば大分すそ野が広がっていくと思われるのですけれども、トラックの

ドライバーさんというのは、トラックへの積みつけを自分でされますけれども、海上コン

テナというのは基本的に触らないということとか、あるいは国内物流の場合はどうしても

高床式のホームではなくて、土場でフォークリフトで下ろす。そういう作業形態が多いの

で、ここの差、ミスマッチをどう解消していくかとか、いろいろな問題はあるのですけれ

ども、トライアルを重ねて進めていきたいと思っております。 

 それで、ラウンドユースに絡めて最後の４ページですけれども、道路整備というところ

なのですけれども、先ほどお話もありましたけれども、圏央道ができて、我々日本通運と

しても結構関東の中って小さな倉庫が点在しているような状況なのですけれども、圏央道

を中心に大型施設を増やしていこうということで進めていて、追いついてはいないのです

けれども、圏央道ができたことで物流拠点がちょうどラウンドのしやすい８０キロから１

００キロぐらいの京浜港が一気にできてくるので、これからそういったことの大型拠点が

展開されてきて、また、車両も４トン車で走るのではなくて、もっと大型車両を走らさな

ければいけないという話をしておりまして、それでドライバー不足の問題、あるいは渋滞
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の問題を解決していきたいと考えております。 

 それからもう一つ、ラウンドと絡めて大型車誘導区間のお話なのですけれども、今、コ

ンテナのラウンドユースを進める上でやっぱりネックになってくるのってコストの部分が

大きいのですけれども、どうしてもリーマンショック以降、コンテナドレージの料金とい

うのがずっと下に落ちて落ちて落ちてきて、今、ギリギリのところまで来ていて、正直な

話をすると、各ドレージ業者さんは今の高速道路を走ると採算がとれない。やむなく一般

道を走っているというのが一般的な状態なのですけれども、時間を守るために、あと、そ

れから、一般道を傷めないためにも高速道路を走ってドレージを回す。そうすると、時間

的な設定もできるし、ドライバーの拘束時間というのも短くできる。ラウンドも、要は２

回転しかできなかったところが例えば３回転できるとか、そういうメリットも出てくると

思うんですね。これも要望なのですけれども、ラウンドユースを積極的に推進しているよ

うなドレージ業者さん等、そういったところには例えば高速道路料金の割引とか、そうい

った優遇措置等がとられると、このラウンドユースという取組自体がもっと活性化される

のではないかと考えております。 

 すみません、短かったですけれども、以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、埼玉県、諏訪様、よろしくお願いいたします。 

【埼玉県（諏訪）】  資料のボリュームが多いので早速説明に入らせていただきます。ま

ず、１枚おめくりをいただきたいと思います。右下にページ番号が振ってありますが、２

ページでございます。埼玉県の立地条件ですけれども、高速道路が南北に東北、関越、常

磐自動車道、東西方向にはその高速道路と連結する外環と圏央道が走っております。外環

は首都圏で唯一全線開通、圏央道は平成２７年度中に全線開通して県内全線開通し、埼玉

の交通網はさらに進展いたします。埼玉は首都圏の中央に位置するとともに、この充実し

た交通網によりまして、過去１０年間の企業転入超過数が全国第１位、企業が拠点整備を

検討している地区として物流・保管施設候補地としては全国１位、工場候補地としては海

外、愛知に次いで３位となっております。 

 次のページでございます。３ページでございます。埼玉県では圏央道周辺の産業用地に

係る立地ニーズ調査をアンケートで実施しました。回収結果は配布５,０００に対して５２

４でございます。アンケートの結果でございますけれども、左上にございますように圏央

道周辺を中心とした企業立地ニーズは３８社、希望の面積は７８ヘクタールに上りました。
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また、４番でございますけれども、新たな立地を検討している施設として３８社のうち２

８社と多くの企業が物流施設の立地を検討していることがわかりました。 

 次、４ページでございまして、圏央道周辺の産業基盤づくりでございます。県では圏央

道のインターチェンジからおおむね５キロの範囲でインターチェンジ周辺や広域幹線道路

の沿道などに限定しまして、田園環境と調和した一定規模以上の産業基盤づくりを誘導し

ております。市や町の産業基盤づくりを積極的に県では支援するとともに、民間活力を生

かしながら官民連携で進めております。ご覧のとおり、平成１８年度から２４年度まで先

導モデル地区１１地区、２５年度から現在までは産業誘導地区２地区を選定し、企業ニー

ズに応える形で産業立地を誘導しております。また、これらの地区の選定は周辺の農地や

住宅地といった土地利用から見た開発適性、それから、事業としての実現性などの視点に

基づいて指定しております。 

 次、５ページでございます。これらの取組によりまして帝国データバンクの調査により

ますと、埼玉県の企業誘致件数は平成１４年から２３年までの１０年間、本社、これは「社」

と書いてありますが、「本社」の間違いです。本社移転増減ランキングで１,３２４件と全

国１位でございます。また、右のグラフでございますけれども、埼玉県の調べでは平成１

７年１月から２７年３月末までで県内の企業立地件数は８００件でございました。計画ベ

ースでの投資総額は１兆２,０７７億円、新規雇用者数は約２万７,３００人が見込まれて

おります。さらに県では圏央道を中心とした充実した交通網により埼玉県を魅力あるもの

とするため、また、産業活動を支えている物流を効率的にするため、コンテナラウンドユ

ースを推進しております。 

 次のページからご紹介します。６ページでございます。国際海上コンテナ物流の現状で

ございますが、まず、１つが非効率的な物流でございます。輸入、輸出、いずれのコンテ

ナ輸送も港を起点にしまして輸入、輸出企業との往復を行っておりまして、片道は空の回

送となっております。埼玉県の輸出入は主に京浜港と呼ばれる東京港、横浜港、川崎港か

らなり、コンテナを運ぶトラックは年間輸入で５０万台、輸出で１８万台で合計約６８万

台になります。②でございます。物流量は年々増加しておりまして、京浜港全体のコンテ

ナの取扱量は年々増えておりますが、中でも埼玉県分は５年間で７割増加、圏央道の効果

もありまして関東で第１位の増加率となっております。結果といたしまして、埼玉県が最

も利用する東京港ではコンテナの受け渡しの待ち時間が平均２.５時間と非常に長く、大渋

滞が発生している状況で、コンテナを輸送するトラック運転手は非効率的な労働環境にご
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ざいます。 

 次、７ページがトラックドライバーの年齢構成比の推移でございまして、運転手の人手

不足というのが深刻になっております。右のグラフによりますと、大型トラックの運転手

は２０代以下、これはピンクの部分でございますけれども、２３年度でわずか３.６％、ま

た、青の部分が５０歳以上でございますが、３分の１以上を占めるなどドライバーの高齢

化が確実に進んでいる状況でございます。 

 次、８ページでございます。非効率的な物流の現状を解決するため、コンテナを輸入企

業から輸出企業へ継続して利用することで今まで港へ返却したり、港から持ってくるため

の空コンテナの輸送をなくすコンテナラウンドユースを埼玉県では進めております。期待

される効果といたしましては、①時間とコストの面から企業の物流効率が向上いたします。

②でございますが、港で待機する回数が半減しますので、トラック運転手の労働環境の改

善につながります。③でございます。トラック輸送の距離が減りますので環境への配慮と

なります。④でございます。船会社にとっては港でのコンテナストック過多の解消の一助

になります。⑤企業の生産性が高まり、埼玉県への企業立地や既存企業の定着率向上が期

待されます。 

 これまでコンテナラウンドユースは物流の無駄をなくす、効率的な物流手法として荷主

やドレージ企業から取組を進めたい声がございました。しかし、荷主や陸運事業者など事

業者にとって利害が異なるため、企業間の連携が難しく、進んでいないのが現状です。そ

こで、県が旗振り役となりましてコンテナラウンドユースを推進する取組を行っておりま

すので、次のページからご案内申し上げます。９ページでございます。埼玉コンテナラウ

ンドユース推進の仕組みをご説明いたします。埼玉県はコンテナラウンドユース推進協議

会を平成２６年１０月２１日に設立いたしました。構成員はコンテナラウンドユースを推

進したい輸出、輸入企業、陸運事業者、協力したい船会社のみならず保険会社や金融機関

が参加を希望し、構成員となっております。 

 多社異業種が連携できるよう県が後押しし、ラウンドユースを推進しようとする仕組み

づくりは全国で初めてでございます。取組といたしましては、情報交換、情報交流の場の

ほかに県がコンテナラウンドユース社会実験を平成２６年１１月１日から実施しておりま

す。後のページでご説明いたしますが、ラウンドユースを実施するきっかけとなっており、

モチベーションが高まるとの声を構成員からいただいているところです。また、コンテナ

ラウンドユースを安心して実現するためにこれまでなかったコンテナラウンドユースに係
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る保険制度ができました。４番目、また、コンテナの情報を共有してコンテナラウンドユ

ースを実現するためにパソコンやスマホで相手方を探せるシステムを平成２７年１月２０

日から試行してございます。 

 次、１０ページでございます。この協議会は多社異業種からなりますので、ラウンドユ

ースを企画したい海外事業者や陸運事業者、そのつながりによる荷主への連携が広がった

り、先ほどのラウンドユース保険の仕組みなど事業者の需要に応じた新たな取組が生まれ

る場となっております。構成員の皆様からは、このような協議会がなければ他社と出会え

なかったという声をいただいております。ちなみに、金融機関は物流業界に注目しており

まして、頑張っている企業を応援する立場として協議会に参加しております。 

 １１ページでございます。埼玉県コンテナラウンドユース推進協議会、略してＳＣＲＵ、

この右上のロゴでございますけれども、年間２回程度開催し、全ての構成員で集まる場を

設定しております。昨年度は１０月と３月に２回、協議会を開催しました。３月には実際

のコンテナラウンドユースの調整方法など実務面での話をラウンドユースの調整役をされ

ている陸運事業者の方にお話をいただきました。右上の写真は３月に協議会を開催したと

きの会議終了後の名刺交換のものでございます。企業の枠を超えて交流がございました。 

 １２ページでございます。引き続き今年度も年２回、協議会を開催する予定です。今年

度の第１回目でございますけれども、７月２２日、午後にさいたま共済会館で行います。

今回はコンテナラウンドユースを推進するためのハード支援といたしまして、輸出入のコ

ンテナ受け渡しのタイミング調整ができるコンテナの一時保管場所、デポが有効であると

言われておりますが、その効果を検証するため、協議会構成員からの公募で選ぶ試験的な

デポ、お試しデポを設置する提案を行っていく予定でございます。 

 次、１３ページでございます。では、昨年度２６年度１１月から、平成２６年１１月か

ら実施しているコンテナラウンドユースの社会実験についてご説明をいたします。今年度

は引き続き通年で社会実験を行います。実施期間でございますが、平成２７年２月１日か

ら２８年１月３１日の１年間でございます。コンテナラウンドユースの実績を埼玉県コン

テナラウンドユース推進協議会の構成員が県にＥＩＲのコピー等で報告いたします。報告

の条件になるポイントはデバンまたはバンニングが埼玉県で行われていることでございま

す。今年度から新たに船会社が構成員と締結したＣＲＵ契約、デポ契約も報告の対象とな

りました。報告１件に当たりまして輸入、輸出それぞれ３,０００円をデータ取得費として

お支払いするものでございます。 
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 １４ページでございます。平成２７年５月末現在、９社の船会社のコンテナで４３５件

のコンテナラウンドユースの実績報告がありました。この社会実験に関連する企業数は７

０社に上ります。 

 １５ページでございます。また、これらのデータを解析した効果はご覧のとおりです。

コンテナの移動距離が３１.５％減りました。輸送時間は４２.７％減っております。ＣＯ

２は２９.９トン削減されました。このような結果でございます。 

 次、１６ページでございます。社会実験からコンテナラウンドユースができる理由、で

きない理由を把握しまして、今後の支援策につなげたいと考えております。また、社会実

験からラウンドユースの調整役、荷の種類、デバン、バンニングの場所やタイミング、デ

ポ利用の有無が把握できますので、これら異なる要素による成立の違いを検討してまいり

ます。 

 次、１７ページでございます。埼玉県コンテナラウンドユース推進協議会のメンバーは

１０月の発足時、２６団体から始まりまして、５月末の現在で４９団体が参加してござい

ます。次のページにメンバー表がついてございます。 

 最後に、埼玉県コンテナラウンドユースの連絡先を載せております。埼玉県都市整備部

都市計画課で行っております。 

 ご清聴、ありがとうございました。はしょってしまいましたが、申し訳ありません。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 続きまして、パナソニック株式会社、阿部様、よろしくお願いいたします。 

【パナソニック（阿部）】  パナソニックでＩＴＳ事業開発を担当しております阿部と申

します。私のほうは資料５でＩＴＳの技術を利用した商用車の運行管理支援システムにつ

いて説明させていただきます。 

 皆様もご存じのとおり、日本の物流、もう既に何度か説明もありましたけれども、９９％

は中小企業が占めております。埼玉県さんのお話もありましたように、少子高齢化の中で

若年労働者の確保が難しいという課題があります。 

 ３ページに行きまして、そうした課題についてパナソニックの幾つかの取組をご紹介し

たいと思います。特に国内では年間約１０億トンキロぐらいの物量を全体では運んでおり

ます。ＣＯ２の削減ということで省エネ法を必達ということで４つの取組をしています。

３ページに示しましたように、先ほどご紹介いただきましたエコレールマークもいただき

ながらモーダルシフト、エコドライブ、運送効率の向上、共同輸配送、そして廃棄物の再
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資源利用、こういう４つの取組で取り組んでおります。 

 ４ページを見ていただけますでしょうか。共同輸配送につきましては、皆様ご存じのと

おり、パナソニックは主の工場が関西にありますので、東京に多くの物資、商品を輸送し

ております。尼崎に大きな物流センターがありまして、浦安まで約６００キロ運んでおり

ます。以前は帰りの便は空回送をしていたのですが、最近――最近といっても２００９年

ごろから異業種の方と共同輸配送を行うようになりまして、例えばここの事例ではＴ社、

タカラトミーさん、これはプレス発表もさせていただいておりますけれども、一緒に運ぶ

ことによってＣＯ２の削減に取り組んでおります。 

 ５ページに移ります。パナソニック、多くの社員がおりまして、社員食堂で廃油が出て

おります。それを集めまして、それをトラックの燃料に再精製しまして利用しております。

ここの図にありますように、草津の工場から始まったのですが、現状では全国の工場でこ

の廃油を再利用する取組が進んでおります。昨年の実績ですと１６０トンほどのＣＯ２の

削減、基本的にはこれはゼロになりますので、削減が実施できております。 

 続きまして、私の本業ですＩＴＳの技術を使った取組について６ページから説明させて

いただきます。国交省さんのほうが次世代のＥＴＣとしてＥＴＣ２.０を昨年発表されまし

た。このＥＴＣ２.０、先ほどまで説明してきましたパナソニックの商品を運んでくれてい

る協力会社に協力いただきまして、車載器ＥＴＣ２.０を搭載しています。これで走行の軌

跡、プローブデータをこの６ページにありますＩＴＳスポット、道路に設置された路側機

で集めます。このプローブデータから中小の物流事業者さんでも容易に利用できるような

運行管理システムというものを２０１２年から国土技術総合政策研究所様と一緒に２年半

研究してきました。結果から言いますと、実験に参加していただいた方から安価で有益な

運行管理システムを実現できたと申されていました。 

 具体的な話をこの後、７ページから説明したいと思います。では、プローブデータとは

どういうものかといいますと、車が２００メートルごと、走行したその時刻、緯度経度、

速度、加速度などを、ちょうど今皆さんも利用されているＥＴＣの中に、実際にはＥＴＣ

２.０なのですが、記憶されます。それが先ほどお話ししました路側機を通過時に全部デー

タを上げるわけなんです。上げた事例がこの７ページにあります。これは大阪市内で実験

に協力していただいている、ある１日の事例なのですが、このようなデータが取れます。

それを拡大したものが右下の図になっております。 

 ８ページに移ってください。では、そのデータがどのように利用されるかという事例な
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のですが、高速道路にはおよそ１０キロから１５キロおきぐらいにＩＴＳスポットの路側

機が設置されています。そこを通過するごとに国交省さんを通して、パナソニックを経由

して物流事業者さんに情報提供しています。ですから、この次世代のＥＴＣを物流車両に

搭載するだけで、今おおよそどの辺にいるかというものがわかるようになりました。これ

で現在位置管理ができるようになり、運行管理が容易にできるようになっています。 

 ９ページにほかの事例です。プローブデータというものは時刻、速度、緯度経度だけな

のですが、その情報からおおよそのＣＯ２の排出量も算出できることがわかりました。燃

費法とほぼ同等の約１０％ぐらいの精度で検出できるということが今回の実験でわかりま

した。全ての場合を検討しているわけではありませんけれども、おおよそどの場合でもこ

ういうふうに言えるのではないかなと推測しております。 

 １０ページには、その利用した安全運転管理についても実験をしました。先ほど申し上

げましたように、プローブデータの中には加速度も取っております。加速度からどこがヒ

ヤリハット、急ブレーキを踏まれたかというものもわかります。それから、その情報から

事業者が安全運転教育というものを容易にできるということがわかりました。 

 そして、この情報を使いまして１１ページなのですが、日報が自動的に作成できるとい

うことになります。おおよそ１４項目ぐらい記入する項目があるのですが、これまではそ

れをドライバーさんがメモったりして、事務所に戻ってきて書かなければいけなかったの

ですが、その１４項目中１２項目ぐらいが自動的に作成できる。基本的に運転者氏名、積

載状況などは記入しなければいけないのですが、それ以外は自動的にできるとなりました。 

 １２ページに、今説明しましたものは日常の利用なのですが、これは昨年の１２月に名

古屋市で大雪が降りました。そのときにたまたまそこのルートを今回の実験車両が通って

おりましたので確認した結果を示しています。降雪があって非常に交通が渋滞してしまっ

たりして、ルートをいろいろ変更しなければいけない。こういうものも事業者が判断する

ことによってドライバーにどういうルートで行けば目的地に所定の時間どおり通れるとい

うことを伝えることができました。これ以外には土砂崩れのときにも有効に利用したとい

う結果がわかっております。 

 最後に、こうした実験参加者のヒアリングのコメントなのですが、次世代のＥＴＣ、Ｅ

ＴＣ２.０から上がるプローブデータというものは、車への装着も非常に容易ですし、上が

ってくるデータをぜひ民間に早く開放してほしいという要望があります。それを使った中

小事業者への運行管理サービスの早期実現というものにも非常に期待がされています。具
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体的な言葉をそのまま書いてありますけれども、先ほどお話ししましたように物流事業者

さんからは、紙による運行管理では走行距離とか休憩時刻などをドライバーが記入して、

それを事務所へ戻って書かなければいけないものが自動的に日報が作成できるように非常

によくなった。安価なＥＴＣ２.０車載器だけで容易な運行管理が可能になりましたという

話がありました。 

 荷主側からは、今日は情報を示しておりませんけれども、車のダイヤグラムもわかりま

す。それによって先ほどもお話がありましたが、渋滞で待ち時間とか、荷卸しの待ち時間

とか、そういうものが容易にわかるようになりまして、では、荷主側とすれば何時に出発

しなければいけないのか、あるいは何時に例えば工場に来ていただかなければいけないの

かというものが判断できるようになりました。こういう情報を利用することで、こうした

日常だけではなく、悪天候、災害、あるいは渋滞が発生したときにどのような運行を指示

すればいいかというものも容易に推測できるようになったということがわかりましたので、

ご報告させていただきます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 興味深い事例を教えていただきました。これから質疑の時間に入っていきたいと思うわ

けですけれども、時間の有効な使い方を考えまして、１人１問、あるいは短ければ２問、

第１ラウンドでまず質問者、全部質問を出していただいて、それで答えていただいて、で

きれば２ラウンドぐらいしていきたいなと思います。 

【二村委員】  ありがとうございます。では、ＪＲ貨物様に伺いたいのですけれども、

たくさんあるのですが、ズバッと中長期の視点から投資が必要であるとお考えになってい

るポイントがあれば教えていただきたいと思います。もちろん、中長期ということですの

で、３１フィートコンテナとか、そちらでもよろしいのですけれども、できればインフラ

投資のほうで教えていただければと思います。 

 以上です。 

【根本委員長】  では、小林さん。 

【小林委員】  日本通運さんにお願いしたいのですが、このコンテナを所有している主

体は誰かということ。それから、埼玉県さんにこのラウンドユース推進といいますか、コ

ーディネーションの主体となるのはどのプレイヤーなのかというのを教えていただきたい。 

【岡田委員】  ＪＲ貨物さんにお伺いしたいのですけれども、今回、３１フィートコン

テナの活用を今後推進していくということでの大きな課題といいますか、ボトルネックに
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なる点、その中でも特にターミナル駅の取扱いといいますか、規模ですとかホームの問題

とか、そういうのがもしあれば教えていただければと思います。 

【朝倉委員】  パナソニックさんなのですけれども、ＥＴＣ２.０を使った運行管理って

非常によいアイディアかと思うのですが、通常の今の運行管理に使われている、いわゆる

デジタコ、ＧＰＳのシステムと比べて、このＥＴＣ２.０じゃないとできないことは何かと

いうことですね。つまり、安くできるということがメリットなのか、あるいはそれ以外の

ことが何かできるということなのか、その辺を少し教えてください。 

 それからあと、多分、ＪＲ貨物さん以外の方なのですけれども、私、よく自動運転シス

テムの会議に引っ張り出されるのですが、今日お話を伺っていると、自動運転システムと

いうことが１つも出てこなかったので、あんまりそういう期待はないということでよろし

いのでしょうか。 

【根本委員長】  それはどなたへの質問ですか。 

【朝倉委員】  どなたでも結構です。 

【大串委員】  日通さんに１つといいましょうか、コンテナマッチングに関してコーデ

ィネーター機能なのですけれども、システム構築なども関係してくると思いますので、結

局、誰がどう担うべきものなのか、公的機関が担うべきものなのか、フォワーダーとかい

ろいろなところが協議会をつくって担うべきものなのか、今、担われている実感として教

えていただければと思います。 

 あと、埼玉県さんですけれども、コンテナマッチング支援システムを運営されていると

思いますが、構築費用は幾らだったのでしょうか、利用実態はどうでしょうかというとこ

ろでお願いします。 

【羽藤委員】  ＪＲ貨物さんにですけれども、容積率の緩和とか空間の有効利用を考え

ると、そういったようなところで空間開発のバリアがないかということが１点お聞きした

いのと、あと、日通さんにですけれども、ラウンドユースのマッチング情報と双方の、多

分、経路データの提出の標準化がないと、なかなか高速の割引とか、そういうところに向

けては少し難しいのかなと思うのですが、情報の共有化とか標準化みたいなことについて

の業界の温度感といいますか、そのあたり、ＥＴＣ２.０とか多分、全部標準装備したほう

がこういうことで恐らく進むのではないかなと思うのですが、そこら辺の温度感を少しお

聞かせください。 

【根本委員長】  そうしたら、私も１問、埼玉県さんにお願いしたいと思いますけれど
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も、今いろいろな先進的な取組をされていますけれども、県、国としてどんなインセンテ

ィブを付与できそうかということをお伺いしたいのですけれども、例えば大型車誘導区間

みたいなものを、もう少し最後の工場のところ、入っていくところまで広げてというお話

がたしか日通さんからありましたけれども、県と国が協力してそういう大型車誘導区間み

たいなものを広げて拡大していくとか、あるいは国交省ではないですけれども、いろいろ

な税関検査とか通関とか、要するに国とか県が何か規制の緩和とかで手伝えることが何か

あるのかないのか、そういうことに関し県として取組を考えておられるか、お伺いしたい

と思います。 

 それでは、今、たくさん出ましたけれども、自分に対して投げかけられた質問と思った

方はお答えいただきたいと思います。では、マイクのほう、お願いいたします。 

【日本貨物鉄道（玉木）】  幾つかご質問いただきました。最初は設備投資の件ですが、

中小観点ということでして、まだＪＲ貨物は今、中期計画をつくりまして平成２８年度を

目指してテスト事業の黒字化ということで、今、全社一丸となって頑張っていますけれど

も、今の財政構造ですと関連事業で鉄道事業など含めて経常を出しているという状況でし

て、本来の事業で今収入のそのほか、特に営業マンを増やして営業に力を入れて収入の増

加、それから、コストダウンと頑張っておりまして、実は先ほど国鉄改革のお話を申し上

げまして、６２年４月に分割民営化で旅客会社６社と貨物会社１社、７社になったのです

が、国鉄時代の末期は非常に財政赤字、毎年１兆円ぐらいの財政赤字が出てどんどん債務

が蓄積するような状況の中で、実は国鉄の末期、設備投資は旅客中心でして、貨物につい

ては設備投資、特に老朽化設備の更新がずっとストップしました。 

 ＪＲ貨物がスタートしまして、その老朽設備の更新、それから、特に車両、機関車、コ

ンテナ貨車が国鉄時代の末期、しばらく全く更新がなされなかった時代がありまして、い

まだに当社の車両はかなり耐用年数を超えたものがかなりまだあって、その更新がかなり

残っています。ちょうど年数でグラフをつくると、ぼっこり国鉄末期に全く更新していな

くて、ものすごく古いのがまだたまっていまして、早くこれを更新したいということで、

ただ、企業経営の体力の問題がありますので、今一番の課題は老朽化した車両の更新、老

朽設備の更新、これを２８年度の鉄道事業の黒字化、その後、経常利益を１００億円ぐら

い安定的に出せるようにして経営の自立化を目指していますが、その最前提としてこの老

朽化の車両、それから、いろいろな輸送設備の更新というのを一番の重要課題だと思って

います。 
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 それから、３１フィートコンテナの話が出ましたけれども、３１フィートコンテナ、汎

用コンテナの１２フィートのコンテナとか２０フィートコンテナに比べてどうしてもフォ

ークリフトというより、トップリフター、そのリフトの数が数えられること、それから、

荷役に時間がかかりますし、まず一定のスペースが必要であるとか、そういった問題があ

って、それで通常時はそれぞれトップリフターを拠点の駅に置いて対応可能なのですが、

異常時のときに駅の限られたところでトラック代行等やるとか、いろいろそういったトッ

プリフターを扱う駅が使えないとき、異常時の普段使わない駅で３１フィートコンテナを

扱おうとすると、どうしても限界がありますので、去年、東海道線で土砂が流入して１０

日間とまって、あのときに結局、２０％しか運べなくて、そういったことに対してどうい

った予防措置をとったらいいか、今、シミュレーションをやっておりますので、それが１

つ大きな課題になっています。 

 それから、駅の容積率の話が出ましたが、すみません、今、思い当たらないので、現場

のほうでその辺の何かバリアになっているのかどうかというのは、調べてまたお答えした

いと思っております。 

【日本通運（犬井）】  では、まず１つ目、３つかな、あると思うのですけれども、コン

テナの所有者なのですけれども、コンテナの所有者は現状マッチングをしている中で言う

と、基本的に船会社ですね。船会社なので、先ほど申し上げたとおり輸出、輸入の船会社

が合わないとマッチングはできない。現状、船会社同士で自社のコンテナを融通し合うと

いうことは、例外的にないとは言い切れないのですが、ほぼできない話なので、結局、輸

入の船会社と輸出の船会社が合わないとまずマッチングできないという状況があるのです

が、ただ、今後の展開としてなのですけれども、と言いながらも実際に船会社が自分でつ

くって自社所有しているコンテナというのは、流通しているコンテナの大体６０％ぐらい

で、残りの４０％というのはリースコンテナですね。 

 これは例えばトライトンとか、ビーコンとか、こういう大手のリース会社が世界中にあ

りまして、ここから船会社が借りている。この契約は１年だったり、半年だったりいろい

ろなパターンがあると思うのですけれども、それで流通している。もちろん、これも例え

ば商船三井さんが借りれば、商船三井さんの所有になっているので勝手には使えないので

すが、今後のラウンドユースの展開として、このコンテナを借りるという契約自体を物流

業者とか荷主さんとか、こういうところがしてしまえばいいんじゃないのという議論はあ

って、これはコンテナシェアリングという形になるかと思うのですが、という方向性が１
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つありますので、もちろん今の状況下で船会社さんにこのコンテナラウンドの議論に入っ

ていただくということは大事なことなので、まず、それを進めなければいけないと思うの

ですが、その次のステップとしては、そういったことも考えられるのではないかというこ

とで、実際にリース会社のほうとそういった話し込みではないですけれども、打診をした

りというようなことも一部行っているようなところもあります。 

 それから、次の、すみません、埼玉県さんへの質問と重なってくるかもしれないのです

が、コンテナマッチング、では、コーディネーターは誰がどうやってやるのという話なの

ですけれども、誰もやっていなかったので、誰もやっていないというか、荷主さんが自分

でやっている以外はやっていなかったので去年始めた。今のところ１年間やらせていただ

いてやってきているのですけれども、どうしても日本通運という会社がやると、私企業で

すので、要は話を持ちかけたら、うちの仕事もとるんじゃないのとか、そういう話になっ

てくるので、なかなか一定以上は進みづらいというところがありますので、今、皆様方、

国、地方自治体も含めてご相談しながら進めているのは、物流業者を中心として、いろい

ろなところ、物流業者という意味はフォワーダーもいるし、ドレージ業者さんもいるので

すけれども、もちろん荷主さんも入っても構わないのですが、１つ仮想の公的性格の強い

団体等をつくって、そこでマッチングの業務を行う。 

 あわせてシステムも、うちで開設はしているし、埼玉県さんとしてもあるのですけれど

も、そこで公的な基準をつくって動かしてもらうというような形にしていかないといけな

いのではないかということで、今年はそういった活動をさせていただきたいなと思ってお

ります。そうしないとなかなか、それぞれの会社の自我とかエゴとかが出てくるので、皆

さんの利益になるように、きれい事を言ってしまうのですけれども、していくのはちょっ

と難しいのかなと思っております。 

 それから、そこにくっついてきて、先ほどの高速道路の割引等も含めたデータ等の話な

のですけれども、なかなか難しいと思うんですね。結構、ごまかそうと思えばごまかせる

ようなところになってしまうと思うので、先ほど申し上げたような公的な、何かこういう

機関みたいなものでコントロール、あと経路のデータということで言うと、これもご相談

はさせていただいているのですけれども、ＮＡＣＣＳセンター、こちらの情報というのが

公的性格の強い情報だと思いますので、これがうまくリンクして使えるようになれば、そ

れなりのデータベースになるのではないかと考えております。これはご相談はさせていた

だいていますけれども、まだ途上の段階なので何とも言えませんけれども、そういったこ
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とで進めていけるのではないかとは考えております。 

 以上です。 

【埼玉県（田中）】  埼玉県でございます。まず、小林先生の質問でございますけれども、

コーディネーターの主体というところでございます。埼玉県でラウンドユースの実績デー

タというのを４３５件、これまで取得させていただいています。その中を見ますと、コー

ディネーターの主体で一番輸入と輸出の情報を持っているのが、出てくるのが陸運事業者

です。運んでいる人、この人たちが情報を持っているので主体となるパターンが多いです。

もう一つは大手の荷主です。大口の輸入企業とか、大口の輸出企業、ここにやっぱりコン

テナが集まりますので、大口の輸入企業であれば、この空になったコンテナ、誰か使いま

せんか、逆のパターンですね。そういう人がいます。あとは、今日、日通さんいますけれ

ども、ＮＶＯＣＣと呼ばれているところとか、フォワーダーと呼ばれているところがそう

いうマッチングのシステムを駆使してやっているパターン。あと、最近出てきたのが倉庫

業の方々です。大手の倉庫、何々倉庫という大きな会社さんがありますけれども、そうい

う方々がやるパターンが出てきています。 

 続いて大串先生の話ですけれども、システムの開発でございます。システムの開発につ

いては、４９社の構成員の方々が独自に開発をしているということで、県費としての支出

はゼロでございます。どうしてそんな簡単にできるかというと、ＳＮＳって今話題になっ

ている、ああいうものを実は使っていまして、スマートフォンとかでこのコンテナ、誰か

使いませんかとつぶやいて、それに答えていただく。そんな状況ですね。 

 それから、根本先生のインセンティブの話ですけれども、社会実験をやっているのが非

常にいいというお話も聞こえてきているのですけれども、我々もやりたくないなと思って

いるのは、補助金制度はやりたくないなと思っています。なぜかといいますと、補助金っ

て切れた途端にとまってしまうんですね。補助金、よく麻薬だと言われているのですけれ

ども、なるべくその麻薬は使わないでやっていきたいなと思っています。じゃあ、どうす

るかというので、一番困っているというか、大きな課題として見えてきたのが特車の許可

なんですね。マッチングは何とか工夫をして合わすことができるのですけれども、じゃあ、

急にマッチングの相手が決まったからといって運べるかというと、特車の許可が大きな壁

になってきていまして、大分いろいろな規制緩和も進んでいて、許可もスムーズにできる

ようにはなったといえ、まだお金、費用もかかるし、最低でも２週間の許可の期間がかか

るということもございまして、ここの壁をどう突破するかというのを今検討している段階
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でございます。 

 以上です。 

【パナソニック（阿部）】  パナソニックです。朝倉先生からご質問があった件なのです

が、デジタコとＥＴＣ２.０は少し違いまして、２００メートルごとにサンプリングすると

いうことで基本的には違うもので、共存するものだと思っております。ただ、一方、中小

の物流事業者さんの経済状況から見ますと、物流車では約９割ぐらいのＥＴＣがついてい

ます。それを載せかえるだけで、今ご説明したようなサービスが受けられますので非常に

有効ではないかなと私は考えております。 

 以上です。自動運転も……。 

【根本委員長】  では、どうぞ。 

【パナソニック（阿部）】  これはパナソニックとして約９割ぐらいの国内の輸送はトラ

ックに頼っております。関西にありまして、どうしてもドライバー不足と聞いているので

すがなかなか、物はできたのですけれども運べないという状況もありました。そういうと

きに、これは期待なのですが、特にトラックの自動運転、連結の実験もやられていました

けれども、ああいうものが実現されるとドライバーが少なくなっているものの、カバーを

してくれるのではないかなという期待をしたいと思っております。 

 以上です。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 ここからは個別にディスカッションしていきたいと思いますけれども、今のプレゼンテ

ーターからのご回答に対してまた質問する、あるいは自分の意見も交えながら、こう思う

のだけれどもどうだろうかとか、そんなやりとりが幾つかありそうなので、いかがでしょ

うか。朝倉先生、口火を切りますか。今、盛り上がってきたので。 

【朝倉委員】  ありがとうございました。ＥＴＣ２.０に関する限りですけれども、せっ

かくのＥＴＣ２.０というものが整備されつつあるので、それを有効に活用したシステムが

幾つか動くということはすごくいいことだと思います。そのときに多分、道路側からする

と何を運んでいるかという情報が、逆に道路をいろいろ管理されている側にフィードバッ

クされるようなことがあれば、なお使い勝手がいいと思うのですけれども、これは非常に

微妙なので、そこまで開示しないと使ってはだめよなんていうことを言った瞬間に誰も使

わないということになりがちなので、そうはならないと思いますが、何かそういった道路

管理側からはわからないのだけれども、一旦そこで物流事業者さんなり、輸送事業者さん
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に渡って戻ってくるときに何かプラスアルファで戻ってくるものがあれば、なおそういう

システムが社会的に有効に使われる可能性があるのではないかなとは思いました。これは

申し上げたように、返すものによっては返せないというものもあるかと思うので、あれば

便利だけれども、返せないというものがあるかもしれませんから、それはまた別途検討し

ないといけないと思います。 

 それで、もう１点、マッチングの話がさっき上がっていたのですけれども、マッチング

に関しては、それこそシェアリングできるものだったら何でもマッチングしますというよ

うなビジネスが今結構はやっていますよね。空き家にしても、空いた車にしても何にして

も。そうすると、そういった事業者さんでもなく、あるいは自治体でもなく、全くの第三

者が何も持たないでそういったサービスをするということも十分あり得ると思うのですけ

れども、そういったものの動向というのはどういうことになっているのでしょうか。これ

は若干質問です。あるいはそれはもしかするとルールに抵触するので、できないというこ

となのかもしれないのですけれども。 

【根本委員長】  質問、場合によっては国交省の方が後でお答えになっても構わないと

思います。あと、荷物の中身をひもづけするのは難しいかもしれませんけれども、途中で、

道路上ではかった重さなどをひもづけすると、またそれは結構、有用な情報になるような

気もいたしました。 

 さて、ほかの先生方、何かコメント、ございませんか。 

【羽藤委員】  埼玉のコンテナラウンドユースの推進の取組のところで、デポの話が少

し出ていたと思うのですが、あと補助金的なものはなかなか長続きしないのでというよう

な話もあったのですが、複数の事業者さんが使うような一時保管とか、デポをどういうふ

うに整備していくかというところに関しては、場合によってはそういう公共が用意すると

か、そういう考え方もあるでしょうし、あるいはその際の配置みたいな問題が一体どうい

うところがいいのかとか、そういう考え方もあろうかと思います。このデポの少し、今、

いろいろな社会実験も行われているということで、考え方等について少しお伺いできれば

と思いました。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

【大串委員】  ＪＲ貨物さんに質問ですけれども、ＣＯ２削減とか皆さんすごくきれい

におっしゃいますけれども、今、その排出権取引そのものがうまくいっていないというこ

ともあって、言うけれども、そのコスト削減に直結するわけではなしというところがある
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と思うのですが、お客様、顧客の皆さんのモーダルシフトのインセンティブは主に何なの

でしょうか。ＣＯ２削減なのか、ＢＣＰなのか、コストなのか、何に敏感に反応されてい

るのでしょうか、それを教えてください。 

【根本委員長】  いかがでしょうか。 

【岡田委員】  羽藤先生と同じご質問なのですけれども、このコンテナラウンド輸送を

進めていく上で、この物流拠点というのをどういうふうに考えたらいいのかって、大きな

ポイントかなと思います。公的物流拠点というのを、もしこういうふうに考えたらどうか

というようなイメージを持っていらっしゃったら教えていただけないかということと、あ

と民間で、これはどういうところ、今、社会実験でやっていらっしゃるときに使っている

のか、あるいはそういうような場所の提供というのは本当に今後も可能なのかどうか。そ

の辺について教えていただければと思います。 

【小林委員】  まだマッチングにこだわっていますけれども、考えてみれば、ある意味

で物々交換みたいな、行くのと帰りのニーズがちょうどうまいことマッチングしたときに

はこれができるのですが、そうでなかったらなかなか相手を見つけるのが難しいときがあ

りますよね。トータルの中でどれぐらいがこのマッチングというのか、このラウンドサー

ビスの対象になり得るのかという、そのウェートみたいなもの、それを教えていただけた

らありがたい。 

【二村委員】  実は私も羽藤先生とかなりかぶってしまうのですけれども、たしかコン

テナラウンドユースの先鞭を切ったのはクボタだと思うのですけれども、あちらの方のお

話によるとインランドデポをうまく使ったのだというようなお話があったのですが、要は

税関などのああいうようなこともできるような、少し高度なデポですよね。というような

ものの誘致の可能性が埼玉県様、あるかどうかというのを伺いたかったことと、それから、

現在、データ取得費という形で３,０００円を出されているわけですよね。これは恐らくイ

ンセンティブになっているのだと思うんです。補助金は麻薬であるというのは、本当にそ

のとおりなのですけれども、３,０００円というようなものの今の性質、面倒くさいことを

やってコストがかかっている。それを３,０００円で補填しているというような発想になる

と、これがまたその３,０００円が切れたときに、このシステムが回らないのではないかと

いうような懸念もあるのですけれども、いかがでしょうか。 

【根本委員長】  では、私もコメントをさせてください。先ほど埼玉県さんのほうから

特車の許可のところが少しネックになってラウンド輸送が進まないというお話がありまし
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たけれども、基本的に日本で大型車の一般的制限値が低過ぎて、海上コンテナ、許可がな

いと走れないということ自体は、変えたいなと思っているところです。また、大型車誘導

区間をうまく使えば３日で許可が出るとかいうことですから、それの利活用をもう少し図

っていくべきではないか、当面はですね。というようなことを思いました。 

 あと、ＪＲ貨物さんにお伺いしたいのは、前回のヒアリングでも１２フィート、３１フ

ィートというのはガラパゴスではないか。今、サプライチェーンが国際化していく中で４

０、２０にしてどんどん変えていくべきではないかという意見もあったのですけれども、

３１フィートが何で便利かというと、これは２０トン、２５トンの車で、許可なく運べる

最大の大きさだからなんですね。ですから、これがもう少し大きなトラックが普通に走れ

るようになってくれば、あるいは大型車誘導区間で極端に言ってＥＴＣ２.０をつければ特

車の許可は要らないよとか、そういうふうな規制緩和になれば、もっと使いやすくなる。

それで、４０フィート、あるいは２０フィートが普通に使えるようになれば便利だと思う

のですけれども、ＪＲ貨物としてそういうふうなことについてどういうふうなお考えかと

いうことをお聞かせ願えれば。 

 それでは、また自分のところに当たっただろうなと思うことに関してお答えいただけま

すか。 

【日本貨物鉄道（玉木）】  ２問いただきまして、１つがＣＯ２削減、先ほど私もプレゼ

ンでＣＯ２削減のＰＲをさせていただきまして、これは我々の風としてどう感じるかなの

ですが、京都議定書をつくりまして、あのときに京都議定書の目標達成計画というのが政

府でつくられて、それに基づいてモーダルシフト推進というのがあったのですが、あのと

きの感じはなかなか風が吹かないですよね。やっぱりマーケットコスト、コストとリード

タイム、この２つだと思うんです。 

 それで、最近、やっぱり世の中変わったなと。これはＣＯ２というよりも労働力のトラ

ックドライバーの問題のが大きいかもしれませんが、ただ、いろいろお客様のお話を伺っ

ていますと、昔は言われなかったのですけれども、ＣＯ２削減というよりも、とにかくま

ずコストだという感じだったんですけれども、最近、皆さんおっしゃるんですよね。ＣＯ

２削減というのは。だから、やっぱり単純にきれい事だけではなくて、トラックドライバ

ーの原因が大きいのだと思うのですが、ＣＯ２削減、今、この状況になってＣＯ２削減に協

力するということが何か世の中の常識になっているというか、昔はそういう言葉がなかっ

たのが最近ものすごくよく聞くようになりましたので、世の中が変わってきたということ
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が１つあると思います。 

 それから、大型コンテナの話ですが、実は４０フィートのＩＳＯ規格の背高コンテナ、

東北のほうは特に建築限界とトンネルの限界等ないのですけれども、東京貨物ターミナル

から関西、福岡、九州のほう、トンネルでどうしても制限にかかりますので、国交省さん

の今年度予算をいただいて、低床貨車の実証実験を行います。これでトンネル限界の中で

も背高コンテナを基準内で運べる、それを実証実験を経て実用化をして、将来、そういう

方向で海上コンテナをそのまま、４０フィートのＩＳＯコンテナをそのまま鉄道輸送でき

るようにしたいと思っています。 

 それから、３１フィートコンテナも、先ほどトップリフターの駅の配置の話を少し申し

上げたのですが、３１フィートコンテナ自身も利用運送事業者さんのほうで随分いろいろ

と整備をされていますけれども、ＪＲ貨物も今年度実は国交省さんの補助金をいただいて

４０個つくらせていただきまして、なかなかやっぱり設備投資でそういった補助金をいた

だけると非常につくりやすいというのがありました。その辺をつけ加えさせていただきま

す。 

【日本通運（犬井）】  インランドデポのところを少し我々の立場で。先ほどクボタさん

の話が出たのですけれども、今、とりあえずインランドデポとして関東で機能しているの

が筑波と宇都宮と太田と３カ所あって動いているのですけれども、クボタさんは筑波のデ

ポを使われていて、大体輸出１万２,０００本のうち７,０００本ぐらいマッチングしてい

るはずなので、輸入の相手を見つけて、これは独自でやられているのですが、すごいこと

だと思うのですけれども、インランドデポがあると物の出し入れ、タイミングのはかり方

等いろいろとはかれるのでできる。といった意味で言うと、埼玉県さんの話もそうなので

すが、インランドデポというのは１つファクターとしては必要かと。ただ、インランドデ

ポって、実は収支だけ見たら絶対に成り立たないような商売だと思われる。 

 というのは、リフトオン・オフしても大体もらえるお金って２,０００円とか３,０００

円で、あと保管料はあんまりもらえるケースが少ない。どういうことかというと、１日１

００本やったって、その程度のお金にしかならないということで、しかも、例えば実入り

の中身の入ったコンテナを置こうとすると、一昨年計算、試算をしたことがあるのですけ

れども、３,０００坪の敷地に実入りのコンテナを要は３段積みにして耐えるようにつくる

と、大体６億から８億ぐらいかかる。要は地盤の整備と、あとセキュリティとかで。成り

立たないのですけれども、なのでほかの商売と一緒にしてやらなければなかなか難しいだ
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ろうなということで、先ほどの３つのインランドデポというのはそういった形でやってい

る。 

 今、我々が欲しいなと思っているのは、そんな実入りが置けるような立派なところでな

くていいので、空のコンテナを二、三段積んで、これだったらアスファルトでもいけるの

で、そこで空コンテナのスイッチができて、輸入が終わったコンテナをそこで卸して、今

度、輸出に向けて拾っていくとか、そういうようなところがいいのではないかなと。そう

すればコストもかからないし、今、現状にある遊休地とは言いませんけれども、どこかの

業者さんの空き地とか、それこそＪＲさんの貨物駅とか、そういったところで見つけてい

けばいいのではないかと思っています。そういうのをわりに細かめにつくることでいろい

ろな、もうそれぞれのお客さんによって千差万別だと思うので、それで広がっていくので

はないか。やっぱり外環道内と言ったら言い過ぎなのですけれども、東京エリアに入って

くる車の台数をなるべく減らそうというのをこの中央環状線あたりでとめて、コンテナも

そうなのですけれども、もっと言えば大型車両もそこでとめて、そこからまた違う動き方

をするようなことができればいいのではないかと考えております。 

【根本委員長】  マックスどれぐらいマッチングできそうでしょうか。 

【日本通運（犬井）】  ニーズですか。現状は京浜港の輸入コンテナ、総コンテナ数から

いくとマッチング率って、多分、零点台だと思うんですね。１％いっていないと思うんで

すね。じゃあ、どのくらいできるかというと、ものすごい頑張っても、多分、１桁だと思

うのですが、でも、５％できたって相当な数になりますので、その辺もすると。 

 もう一つは、先ほど玉木さんがおっしゃっていましたけれども、鉄道を使った内陸のＣ

Ｙができれば全然様相が変わってくると思うので、これは若干遠い将来の話かもしれませ

んが、アメリカもヨーロッパも、あるいは南アジアだってタイのラートクラバンという内

陸のＣＹなんていうのは１日１２０両ぐらいの車両が入ってきて、レムチャバンという少

し遠くにできた港から動いている。ああいったことができると全然状況が違うかなとは思

っております。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

【埼玉県（田中）】  では、埼玉県でございます。デポの話なのですけれども、デポにつ

いては筑波の話が出てきましたけれども、あれは筑波、最初は茨城県がつくったんですね。

茨城県がどうしようもなくなって手放してクボタが運営しているというのが現状です。何

でそうなったかといいますと、税関の話、さっきちょろっと出てきましたけれども、最初、
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税関機能をそこのデポで処理しようというのが大きな目的だったのですけれども、規制緩

和が進んでしまいまして、今、ＡＥＯ制度とかができるようになってしまって、大手の輸

出の企業、輸入の企業が独自で税関の機能を持っていますので、そのデポを利用する必要

がなくなってきたというのが大きな話なんですね。ただ、我々としてこのラウンドユース

するに当たって、このデポの重要性というのを再認識していまして、じゃあ、どうするか

ということで、公共でインフラとして整備をしようかという考え方はあります。 

 もう赤字でもいいじゃないか、道路と同じでインフラとして整備しようかというふうに

は思っていますけれども、それよりも先に民間のデポというのが小規模ながら少しずつあ

るんですね。その民間のデポをもっとうまく使えないかということで、今、お試しデポで

仕掛けようとしているのは、民間の、もっと言えば陸運事業者の自分のところの敷地を使

って小規模ながらのデポをつくっていこうというのが、今、我々がやっているところです。

民間でたくさんつくって、立地の話も出ましたけれども、いろいろなところでそのデポを、

小さなデポをつくっていって、その中で例えばコンテナの色を変えるため、船会社とも一

応合わせるための公共的なヤードが必要であれば、それを我々が考えていくという方向で

今進めようかというのを考えているところでございます。 

 もう一つ、補助金とかありましたけれども、我々、今、３,０００円という説明をさせて

いただいたのは、補助金ということは一切言っていなくて、データ取得費と言っているん

ですね。実はラウンドユースって、どこでどういうふうにどれぐらいされているかという

情報が全然なかったので、埼玉県でこの３,０００円をお支払いしてラウンドユースした実

績を買い取らせていただいている。そういう位置づけのものでございます。こういうデー

タがないとこれからの戦略が全然立てられないという状況です。なので、ずっとやってい

くものではございません。 

 参考に、小林先生が少し言われていましたけれども、マッチングの率ってどれぐらいか。

我々が目論んでいるのは、今、５０万台の輸入があって、１８万台の輸出があります。完

全にマッチングができたとしても６８分の１８、３０％しかマッチングができないんです

ね。ただ、マックス３０％なのですけれども、そこの中には、さっきの船会社の相性、あ

とタイミング。それから、荷の相性というのがあるんですね。油が臭いもの、においがつ

いたもの、あとは食料品と何とかのマッチングはできないとか、いろいろありますので、

そういう荷の相性とかも、できないものをどんどん除外していくと、さっき犬井さんが言

われた１桁台になるのではないかというような状況でございます。 
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 以上です。 

【パナソニック（阿部）】  パナソニックの阿部です。物流拠点にこうしたプローブを収

集できるようなインフラ、路側機を設置していただけますと、例えば物流事業者さんの中

小、あるいは傭車でテンポラリーに契約されて利用されていることも多いと思います。そ

ういう人たちが何時に着くか、あるいは今どこにいるかというものもかなりわかる。ＥＴ

Ｃ２.０を搭載するだけでわかるようになりますので有効ではないかなということに気が

つきましたので、意見として申し上げたいと思います。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 今日は何かすごくいろいろ勉強になることがたくさんあって、個人的に非常にうれしい

のですけれども、ＡＥＯで規制緩和されてデポの必要性がなくなったのは皮肉だなと思う。 

 では、どうぞ。 

【菊地道路局道路交通管理課長】  特車管理の許可の関係とか、ＥＴＣ２.０関係の話が

出ましたので、担当しております道路交通管理課長の菊地でございます。この場を借りて

いろいろご意見いただいたものについて、状況等ご説明できればと思っております。 

 本日の会議、いろいろなご説明、ありがとうございます。特にパナソニックさんのほう

で、ちょうど実験をやっていたものの紹介ということで、大変効果的だということでご紹

介いただきました。 

 また、朝倉先生からは何を運んでいるかわかればさらにいいねということについては、

いろいろ制約がございますが、例えば協力いただけるような業界と連携しながらやってい

くとか、物資流動調査等やっておりますので、そういうものとうまく連携できればいいの

ではないかなと思っていまして、これもぜひ検討課題として整理していけばいいのかなと

思っております。 

 あと、根本先生からは特車の許可の関係で、大型車誘導区間をうまく活用できないだろ

うかということで、これについても日通さんや埼玉県さんからもラウンドユースをやるに

当たっては、特車の許可をより短くという中で、根本先生からもご紹介がありました大型

車誘導区間というものをよりこういう物流基地と連携させながらやっていくことで効果的

に活用できるのではないかなと思いましたので、それもぜひ引き続き検討させていただき

たいなということと、あと特車の関係で、これをうまく特車に使えばさらに許可をうまく

効率的にできるのではないかということもありました。ＥＴＣ２.０の経路機能を活用しな

がら、その許可にもうまく活用できるものをさらにバージョンアップ、検討しております
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ので、これもうまく試行等できる状況になりましたら、公表していきたいなと思っていま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

【根本委員長】  どうぞ。 

【石川道路局企画課長】  １点だけ補足をさせていただきますと、根本先生から、まず

大型車誘導区間、これをまず活用ということをおっしゃっていただいたのですけれども、

確かに日本の中では世界標準のコンテナが走れないという構造上の問題があるところがあ

りますけれども、一方、土地利用とかの関係で本当は走ってはふさわしくないところとい

うところもありますので、そこは本来、大型車が走っていただくように適切なところであ

れば世界標準に合うように改良していく。一方、そういうところに誘導していくというこ

とがふさわしいのではないかと思っておりまして、先ほど日通さんが言われたとおり首都

高にしても、中央環状を含めて、そこから外側にできるだけ誘導していく、そういうこと

で使い方のほうもあわせて考えていくべきではないかと思っております。 

 以上です。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。羽尾さん、お願いいたします。 

【羽尾物流審議官】  いろいろなご指摘をありがとうございます。その中で先ほど根本

座長から、３１フィートコンテナ、あるいは４０フィート、２０フィートの関係をご指摘

いただきました。実は主として４０フィートコンテナなど輸出入コンテナに使われている

のですが、実はＪＲ貨物で、その輸出入コンテナを今扱っている率というのは極めて低く

て、数％も行っていない状況です。これをもっと増やしていくというのがこれから大事な

課題だと思っていまして、実は昨年度、輸出入コンテナを鉄道輸送でもう少し促進する、

このことが例えば大井埠頭などの混雑の緩和、こういったものに資するであろうというこ

とで、そういう研究をいたしました。今日、手元に資料等ありませんので、また次回、報

告をさせていただきますが、その中でやはりショートドレージをいかに効率化していくか

とか、あるいはコンテナラウンドユースをどう使っていくか。 

 それから、今日議論になりました内陸の取扱施設をＪＲ貨物でどういうふうにこれから

整備していくか、さらには今日ご説明のあったオン・ドック・レールというので東京貨物

ターミナルからさらに大井埠頭まで、もう少し延ばせば直接船から取り入れる。そういっ

た研究もいたしておりますので、そこら辺また次回お時間をいただければ、こんなことが

課題になっていますというのはご報告させていただきたい。その中で４０フィートのコン
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テナを、先ほど玉木さんからお話がありましたように、東海道方面には、特に背高のコン

テナはトンネルがつかえて運べないということがあって、これを低い、低床貨車を開発し

ようというふうに、今、ＪＲ貨物さんと一緒にやっています。そういった状況もあわせて

ご報告をさせていただきたいと思っています。 

 それからもう一つの課題は、これにもありましたが、輸送障害が起きたとき、去年の１

０月に１０日間ほどとまりましたが、このときもやはりどういうふうに変えていくのだと

いうときに輸送障害対応というのも１つの課題で、これも今研究していますので、それも

あわせてご説明させていただきます。いずれにしても、その４０フィート、２０フィート、

あるいは３１フィート、１２フィート、いろいろあるのですが、ＪＲ貨物の１つの今の課

題は、それほど便数を増やせられない。これはダイヤの制約とかある中で、やはりそれぞ

れのコンテナにいかに積載効率よく積んでいくかということだと思う。今、４０フィート、

２０フィートを例えば国内で直ちにやりましょうといったときに、どうやってその荷物を

効率的に積めるのだということが課題になってくる。今、１２フィートのＪＲ貨物の大半

のやつも積載効率で言うには満載になっていないのも多くありますので、そういったこと

も課題であるので、有効に運ぶという観点、こういったものを加味しながら、それから、

輸出入コンテナのその動向も見ながら対応していく必要があるのかなと思っています。い

ろいろな施策を打っていく必要があるというのは私どもも感じているところでございます。 

【根本委員長】  ありがとうございます。 

 どうぞ。 

【谷口物流政策課企画官】  朝倉先生からありましたマッチングの動向の件でございま

すけれども、インターネットなどを通じたマッチングが消費者向けでかなり今、例えばレ

ストランの予約など使われているわけなのですが、物流に関しては残念ながらまだあまり

行われておりません。いわゆる遠くに貨物を運んだ場合にトラックの帰り荷を確保するた

め、帰り荷システムというものはかねてからありました、ネットワークＫＩＴと言われる

ようなものが利用されたりしておりますけれども、実際、そのマッチングをされているも

のとしては、インターネットを使っていたり、どちらかというと個々の利用運送事業者様、

あるいは運送取次業者の方がやられるような形の、車の空き状況などのマッチングである

とか、あるいはある程度複雑なものになりましたら、共同配送に関するマッチングなど、

あるいは本日プレゼンいただきましたようなマッチングセンターでのラウンドユースの取

組などもございますけれども、そういうふうな形で行われているのが実態でございます。 
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 その背景としては、１つは長期にわたって輸送する場合が多かったりとか、輸送に関す

る状況がいろいろあったりということで、当然、マッチングする上では条件がなるべく少

なくて、より多くのマッチング情報があれば、より広くマッチングするわけでありますけ

れども、そういうふうなところもありまして、ネットなどで機械的にやるというよりは、

ある程度条件などを調整しながらマッチングするということで行われているという実態か

と存じます。 

 以上でございます。 

【根本委員長】  ありがとうございました。 

 ほぼ予定した時間になってしまいましたけれども、まだもう一つ、これ、議事が残って

いますかね。（３）関係団体などからの意見の収集について、これをご説明いただいてよろ

しいですか。 

【谷口物流政策課企画官】  資料６をご覧いただきたいと思います。これまで２回の小

委員会で関係する企業、団体の皆様からヒアリングをさせていただいてきたところであり

ますけれども、これに加えまして、より多くの情報を収集するという観点から、資料６の

とおり、物流関係の、例えば物流事業者、荷主関係の団体、あるいは労働関係の団体様か

らご意見を頂戴したいと考えてございます。こちらは物流体系小委員会と物流サービス小

委員会、２つの委員会と物流小委員会、合同でやっておりますけれども、この合同のアン

ケートの形で、１枚めくっていただきまして別記のとおりのリストアップされております

物流関係の団体様に対してアンケートを行ってはどうかということでございます。 

 もう１枚めくっていただきまして、別紙１と書いておりますが、これは第１回の部会の

ときにご議論いただきました検討の視点でございまして、この検討の視点などをお示しし

ながら、その次の別紙２でございますけれども、検討の視点に関するご意見と、②と書い

ておりますけれども、それ以外にもご意見をお持ちかもしれませんので、そういうものを

自由にお寄せいただきまして、また小委員会の場でご報告をさせていただければというこ

とで考えております。よろしければ、こういう形で進めさせていただきたいと思いますが、

よろしゅうございますでしょうか。 

【根本委員長】  よろしいでしょうか。それでは、こちらのほう調査、よろしくお願い

いたします。 

【谷口物流政策課企画官】  ありがとうございます。 

【根本委員長】  そうしますと、今日はこれで議事は全て終了ということでよろしいで



 -39-

すか。それでは、進行をお返しします。 

【谷口物流政策課企画官】  根本委員長、ありがとうございました。 

 事務局から３点、連絡事項がございます。本日の合同会議の議事録につきましては、ま

た後日、各委員の皆様に送付させていただき、ご了解いただいた上で公開する予定でござ

います。また、本日の会議資料につきましても、そのまま席上に置いておいていただけれ

ば追ってご郵送させていただきます。 

 また、次回の会議の日程につきましては、７月中旬ごろということで日程調整させてい

ただきまして、日程を確定し次第、ご連絡差し上げたいと思いますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 以上をもちまして、本日の会議は全て終了となります。本日は、誠にありがとうござい

ました。 

 

── 了 ── 

 


